
鈴鹿市消防本部告示第１号 

応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱の一部を改正する告示を次のよう

に定める。 

令和８年６月９日 

 

鈴鹿市消防長 橋 本 靖 彦 

 

応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱の一部を改正する告示 

応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱（平成６年鈴鹿市消防本部告示第

１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように

改める。 

改 正 後 改 正 前 

（住民に対する普及講習の種類） （住民に対する普及講習の種類） 

第４条  略 第４条  略 

２ 住民に対する応急手当の導入講習（以下

「救命入門コース」という。）の主な普及項

目は、胸骨圧迫及び自動体外式除細動器（Ａ

ＥＤ）の取扱いとする。また、そのカリキュ

ラム、講習時間等については、別表第３又は

別表第３の１のとおりとする。 

２ 住民に対する応急手当の導入講習（以下

「救命入門コース」という。）の主な普及項

目は、胸骨圧迫及び自動体外式除細動器（Ａ

ＥＤ）の取扱いとする。また、そのカリキュ

ラム、講習時間等については別表第３のと

おりとする。 

別表第３（第４条関係） 別表第３（第４条関係） 

救命入門コース（90分コース） 救命入門コース 

   略     略  

  

   略     略  

別表第３の１（第４条関係）  

救命入門コース（45分コース）  

 １ 到着 １ 胸骨圧迫を救急車が現場      



 目標 到着するのに要する時間程

度できる。 

    

  ２ 自動体外式除細動器（Ａ

ＥＤ）を使用できる。 

    

 ２ 標準

的な実

施要領 

１ 講習については、実習を

主体とする。 

     

 ２ 訓練用資機材一式に対し

て受講者は２名以内とする

ことが望ましい。 

    

 ３ 指導者１名に対して受講

者は10名以内とすることが

望ましい。 

    

  

 項目 細目 時間

（分） 

      

 応急手当の重要

性 

応急手当の

目的・必要

性（心停止

の予防等を

含む。）等 

45       

 救命

に必

要な

応急

手当

（主 

に成

人に

対す 

心

肺

蘇

生

法 

胸骨

圧迫

のみ

の心

肺蘇

生（ 

実技 

） 

反応の確認 

、通報 

       

 胸骨圧迫要

領 

    

 ＡＥ ＡＥＤの使      



る方

法 

Ｄの

使用

方法 

用方法（口

頭又はビデ

オ等）

ＡＥＤの実

技要領 

第４号様式を次のように改める。 



第４号様式（第５条関係） 

その１ 

救命入門コース参加証様式 

 （表） 

 

救命入門コース参加証 

氏名 

上記の者は、救命入門コースに参加したことを証明します。 

    年  月  日 

※次は、普通救命講習にチャレンジしましょう！ 

 

鈴鹿市消防本部   

 （裏） 

 

 

 

 

救 命 入 門 コ ー ス 参 加 証 

鈴鹿市消防本部 

参加証の大きさは、縦５４㎜ 横８６㎜とする。 

  



その２ 

救命入門コース参加証様式 

 （表） 

 

（裏） 

 

参加証の大きさは、縦５４㎜ 横８６㎜とする。 

  

（２次元コード） 

 

 

（イラスト） 



附 則 

この告示は、令和８年７月１日から施行する。 


